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※TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所が算出・公表しています。また、同指数の標章、数値及びそこに含まれるデータに対する知的財産権その他
一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

「フランクリン・テンプルトン・ジャパン・オープン」の11月6日の基準価額の下落について

2008年11月6日の基準価額は、前日比302円下落（▲5.20％）し、5,509円となりました。

1.基準価額下落の主な要因

11月6日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は 909.30と前日比57.61安（▲5.96％）の大幅な下落となりました。これは、前日

の米国株式市場でダウ工業株30種平均株価が急落（終値9,139.27ドル、前日比▲486.01ドル、▲5.05％）したことや、

ＴＯＰＩＸが10月27日のバブル崩壊後の最安値（746.46）から昨日までの6営業日で30％近く上昇していることから利

益確定の売りが出やすくなっていたことなどが背景であったものと思われます。

2.今後の見通し

株式市場を取り巻く投資環境を見ますと、ファンダメンタルズについては、世界的な景気悪化が企業業績に悪影響

を与え始めるなど、株式市場に対して逆風が吹いていることは否めません。しかしながら、バリュエーション面で見

ると、1倍を割り込んでいるＰＢＲ（株価純資産倍率）や2％を超えている配当利回りなど、株式市場は歴史的に見て

割安な水準にあると考えられます。一方、需給面を見ますと、先行き不透明感が強い投資環境の中で、売り買いが

一方に偏りやすくなっており、株式市場は激しい上下動を示す日が多くなっています。こうしたことから今後の株式

市場は、景気や企業業績などに対する不透明感が払拭されない間は、厳しいファンダメンタルズを反映した値動き

の荒い展開が続く可能性が高いと考えられるものの、長期的には大きな戻りが期待できるものと考えています。

出所：ブルームバーグよりフランクリン・テンプルトン･インベストメンツ作成
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主な投資リスク
当ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資家の皆様に帰属します。取得申込者は、当ファンドのリスクを認識す
ることが求められます。当ファンドが有する主な投資リスクは以下の通りです。（なお、当ファンドの投資リスクは以下に限定され
るものではありませんのでご留意下さい。）
①価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてわが国の株式などの値動きのある有価証券等に投資します。したがって、当ファ
ンドの基準価額は、マザーファンドが組入れたこれら有価証券等の市場価格の変動による影響を受けます。なお、外貨建資産へ
の投資を行う場合には、為替相場の変動による影響を受けることがあります。
②流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組入有価証券等を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり、
不測の損失を被ることがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。
③信用リスク
保有する有価証券等の発行体および有価証券等の取引の相手方の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の
変化等により、損失を被ることがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。
その他のリスクにつきましては最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。

● フランクリン テンプルトン インベストメンツは、米国において

60年以上の歴史を持ち、世界29カ国に50以上の拠点を有

する独立系資産運用グループです。

● フランクリンやテンプルトンのブランドで広く親しまれている

プロダクトを通じて、個人や法人のご投資家の皆様にそれ

ぞれの投資目的や資産運用ニーズに応じた運用商品や

サービスを提供しています。

● グループの持株会社であるフランクリン・リソーシズ・インク

（ニューヨーク証券取引所に上場）は、1998年4月に資産運

用会社としては初めて米国株式市場の代表的指数である

「S&P500」に採用されました。

設立 1947年

本拠地 米国カリフォルニア州サンマテオ市

運用総資産 5,072億米ドル（約53.8兆円*）
拠点 29カ国50拠点以上

従業員数 8,700人以上

持株会社 フランクリン・リソーシズ・インク

(ニューヨーク証券取引所上場、S&P500採用銘柄）

（2008年9月末現在）

*2008年9月末WMロイター（1ドル=106.165円）で換算

フランクリン・テンプルトン・グループとは…

ファンドの特色 *【ダイナミックGARPの考え方】

わが国の株式に幅広く投資し、特定の投資スタイル等

にとらわれない運用を行います。経済、社会、企業、技

術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めること

により、投資戦略の策定を行い、組入れ銘柄の選定は

ダイナミックGARP*の考え方と企業訪問等による調査・

分析（ボトムアップ）結果をもとに行うことを基本とします。

また、ベンチマーク（TOPIX)を中長期的に上回る投資

成果を目指します。

●この投資信託は、マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に投資を行います。基準価額は、実質的に組み入れ
た有価証券等の値動き等の影響（外貨建資産には為替相場の変動による影響もあります。）により上下しますので、これにより
投資元本を割り込むことがあります。また、実質的に組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに
関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその
他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
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お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい） ※当ファンドは、分配金自動再投資型のみの ファンドです。

委託会社、その他の関係法人

（注）この手数料率は変更される場合も
ございますので、お申込みの際には
詳細を取扱窓口でご確認下さい。

受託会社 ：三菱UFJ信託銀行株式会社
投資信託財産の保管、管理、計算等を行います。なお、受託会社は、当ファンド
にかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会
社と再信託契約を締結し、これを委託しております。

販売会社 ：株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号
加入協会/ 日本証券業協会

社団法人金融先物取引業協会
受益権の募集・販売の取扱い、一部換金に関する事務、一部換金・収益分配
金・償還金の支払い等を行います。

基準価額等については、委託会社の下記照会先までお問い合わせ下さい。
電話番号： 03-3535-1299 （9：00～17：00 土・日・祝日および

12月31日・1月2日・1月3日を除く）
ホームページ： http://www.franklintempleton.co.jp/

委託会社 ：フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第391号
加入協会/ 社団法人投資信託協会

社団法人日本証券投資顧問業協会
（投資信託財産の運用指図、受益権の発行等を行います。）

信託設定日 2001年1月31日
信託期間 無期限 ※ただし受益権の残存口数が5億口を下回ることになった場合、受益者のために有利と認められる場合、やむを得ない事情が

発生したとき等は、信託を終了する場合があります。

決算および分配 年1回（毎年1月25日、休業日の場合は翌営業日）の決算日に、委託会社が基準価額水準および市場動向等を勘案して収
益分配金を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。分配金は、原則として税
引後自動的に無手数料で再投資されます。

お申込受付日 お申込みの取扱いは毎営業日行います。当日のお申込時間は原則として午後3時（年末年始等のわが国の証券取引所
が半休日の場合は午前11時）に締切り、以降のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。

お申込単位 ●当初申込みの場合 ： 20万円以上1円単位 ●追加申込みの場合 ： 1万円以上1円単位
※「投信自動積立」をお申込みのうえご購入の場合は、お申込み手数料及びお申込み手数料に対する消費税等相当額を含めて

１万円以上１千円単位でお申し込みいただけます。
※「追加申込み」とはお申込時点で当該ファンドの保有残高がある場合または「投信自動積立」を既にお申込みの場合をいいます。

お申込価額 お申込日の基準価額
ご換金 毎営業日、ご換金可能です。当日のお申込時間は原則として午後3時（年末年始等のわが国の証券取引所が半休日の場

合は午前11時）に締切り、以降のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、ご換金代金のお支払いは、
原則として換金請求日から起算して5営業日目以降になります。

ご換金価額 ご換金請求日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額です。
課税関係 ＜2008年12月31日まで＞

原則として、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額に対して課税されます。
＜2009年1月1日から＞
収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料
および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益）に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※個人の投資家の場合です。法人の投資家の場合は異なる税金の取扱いとなります。
※税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

【お客様には以下の費用をご負担いただきます。】
投資信託は、ご購入・ご換金時に直接ご負担いただく費用と、信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。
■お申込時に直接ご負担いただく費用
お申込手数料 お申込金額（＝ファンド購入金額＋お申込手数料＋お申込手数料に対する消費税等相当額）に応じて 次のお申込手数

料率をファンド購入金額に乗じた額をお申込手数料としてご負担いただきます。
1,000万円未満 3.150%（税抜3.0％）
1,000万円以上5,000万円未満 2.100%（税抜2.0％）
5,000万円以上1億円未満 1.575%（税抜1.5％）
1億円以上 1.050%（税抜1.0％）

■ご換金時に直接ご負担いただく費用
ご換金手数料 ご換金にあたっては手数料はかかりません。
信託財産留保額 ご換金請求日の基準価額の0.3％
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬 純資産総額に対して年率1.575%（税抜1.5％）
その他費用 ・ファンドの財務諸表の監査に要する費用 ・信託事務の処理に要する諸費用

・有価証券取引にかかる費用（売買委託手数料等） 等
（その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額を示すことができません。）

※手数料・費用等には事前に計算できないものがあるため、その合計額を表示することができません。詳しくは最新の投資信託説明書（交
付目論見書）の「費用と税金」をご覧下さい。

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。


